
 
建設委員会情報連絡 

 

令和元年６月２７日  
情報連絡件名                                頁 

 
（１）第７０回利根川治水同盟治水記念大会の開催について ・・・・・・・・・ １ 
 
（２）羽田空港の機能強化に関する情報発信拠点の開設について ・・・・・・・ ２ 
 
（３）都市計画道路等の進捗状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 
 
（４）中川公園整備検討協議会の開催について ・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 
（５）洪水ハザードマップの配布漏れについて ・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 
 
（６）千住一丁目地区市街地再開発事業の進捗状況について ・・・・・・・・・１０ 
 
（７）特定生産緑地指定等に関する取組みについて ・・・・・・・・・・・・・１１ 
 
（８）路面下空洞調査委託の事業者選定結果について ・・・・・・・・・・・・１２ 
 
（９）補助第２５８号線（環七北通り）の事業認可期間の延伸について ・・・・１３ 
 
（10）密集市街地のまちづくりについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 
 
（11）足立区緑の基本計画の改定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 
 
（12）宮城一丁目児童遊園の廃止について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 
 
（13）北千住駅東口エリアの空き家対策の取組み状況について ・・・・・・・・１９ 
 
（14）管理不全を防ぐための分譲マンション詳細調査委託について ・・・・・・２０ 
 
（15）区営住宅建替えの進捗状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 
  

 （16）都市建設部主要事業調書（主要工事・調査委託）について ・・・・・・【別冊】 
 

【参考】 

≪交通網・都市基盤整備調査特別委員会報告事項≫ 

※ 資料は、交通網・都市基盤整備調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり  

（１）足立区総合交通計画（案）の報告及びパブリックコメントの実施について 

（２）つくばエクスプレス８両編成化事業の実施について 

（３）日暮里・舎人ライナー（新交通システム）の安全対策について 

（４）竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について 

（５）メトロセブンの整備促進に向けた取組み状況について 

（６）有楽町線（地下鉄８号線）の整備促進に向けた取組み状況について 

（都市建設部） 



建設委員会情報連絡一覧表 

令和元年６月２７日 

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

第７０回利根川治

水同盟治水記念大会

の開催について 

 

所管課 

【都市建設部企画調

整課】 

 利根川治水同盟は、利根川水系にお

ける各河川の治水・利水に関する対策

と河川整備事業の促進を図り、流域住

民の生命・財産の安全確保・福祉の増

進を目的として、１都５県（群馬県・

埼玉県・茨城県・千葉県・栃木県）の

関係自治体で結成されており、今年で

７０年目を迎える。 

 当区は、その目的に賛同し、区長が

役員（常任理事）に就任しており、区

議会のご理解をいただき、総会及び大

会に参加し活動している。 

 今年度の治水大会は、茨城県で開催

される。 

 

１ 参加人員 

  約１,２００名 

（各都県市区町村等） 

 

２ 内 容（予定） 

  功労者表彰 

会長挨拶 

開催県代表挨拶 

来賓祝辞 

講演 

事業説明 

意見発表 

大会宣言 

大会決議 

次期開催都市挨拶 等 

 

３ 出席者 

足立区議会議員 

足立区職員 

 

【日 時】 

８月７日（水）

午後１時から 

３時まで（予定） 

 

【場 所】 

茨城県常総市 

常総市地域交流

センター（豊田

城） 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 羽田空港の機能強化に関する情報発信拠点の開設について 

所管部課名 
都市建設部企画調整課  建設事業調整担当課   

環境部生活環境保全課 

内   容 

国土交通省が、羽田空港の国際線増便に向けて飛行ルート周辺住民への

情報提供をするため、前回実施（平成３０年１０月２８日～１１月２日）

に続き、航空機の映像や飛行音が体感できる情報発信拠点を開設するので、

以下のとおり報告する。 

１ 主 催 者  国土交通省 航空局・東京航空局 

２ 開設期間 

令和元年７月６日（土）～令和元年７月１０日（水） 

（会場設営は、７月５日（金）、最終日は午後２時に閉設） 

３ 開設場所（別紙１参照 Ｐ３） 

本庁舎１階中央館アトリウムのＡコーナー 

（北側ガラス面付近  約１００㎡） 

４ 展示内容（別紙２参照 Ｐ４） 

（１）羽田空港のこれからメッセージ映像 

（２）航空機の映像とヘッドホンによる音響体感（ユニット型２台） 

（３）タブレットＰＣによる紹介ビデオやＱ＆Ａの閲覧 

（４）空港機能強化に関する説明パネル 

５ 周知方法 

（１）あだち広報  ６月２５日号 

（２）区ホームページ（概ね２週間前からトピックスに掲載予定） 

（３）区ＳＮＳ（概ね１週間前から） 

（４）国交省作成のチラシ（別紙２参照 Ｐ４）を以下の施設で配付 

ア 区政情報課 

イ 区民事務所 

ウ 住区センター（分館除く） 

６ 次回開催予定 

  令和元年１０月頃を予定。 
 

問 題 点 

今後の方針 

１ 音量については、庁舎管理課と相談し最低限の音量とする。 

２ 今後も国や都からの情報を区民に提供していく。 
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「羽田空港のこれから」に関するお問い合わせ先
◆ 国⼟交通省ホームページに特設ページを設けております。
【特設ページURL】：http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/

◆ 電話でのお問い合わせは
TEL：0570-001-160（IP電話からは、03-5908-2420）平日9:30〜19:00（土・日・祝休み）

□ 紹介映像

国土交通省 航空局・東京航空局

□ 情報タブレット
• 情報タブレットは、「羽田空港のこれから」
の紹介映像、「みなさんのご質問にお答えし
ます（FAQ）」をご覧いただけます。

□ サウンドシミュレータ（⾶⾏機の音の体験）

「羽田空港のこれから」
紹介映像

みなさんのご質問にお答えします
（FAQ）

紹介映像

ニュースレター
(広報紙)

情報タブレット
（３台）

開設場所・開設日時

国土交通省では、⾶⾏経路⾒直し等による⽻⽥空港の機能強化（国際線増便）
に取り組んでおり、この情報提供の一環として、情報発信拠点を⾜⽴区役所内に
下記の期間開設します。開設期間中はご都合に合わせて自由にお越しいただけま
す。是⾮お⽴ち寄りください。

羽田空港のこれから羽田空港のこれから 検索検索

• ⾼度別等に、実際の⾶⾏機の
映像と音の聞こえ方の体験が
できます。

• 会場に設置したテレビモニターで「羽田空港
のこれから」を紹介します。

• 併せて、ニュースレター（広報紙）「羽田空
港のこれから」をお持ち帰りいただけます。

※画面にタッチして自由にご覧いただけます。

羽田空港のこれから
情報発信拠点を「⾜⽴区役所内」に開設します

展示内容の紹介

• 場 所： ⾜⽴区役所 中央館１階区⺠ロビー
（アトリウムAコーナー）

• 日 時： 令和元年７⽉６⽇（⼟）〜１０⽇（⽔）
午前９時〜午後６時 ※最終日は午後２時まで

体験用モニター

音の体験用
ヘッドフォン

※下記展示物（イメージ）の小型化したものを展示予定です。

別紙２ （参考;国チラシ）
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 都市計画道路等の進捗状況について 

所管部課名 

都市建設部企画調整課 建設事業調整担当課 

道路整備室街路橋りょう課 鉄道立体推進室竹の塚整備推進課  

市街地整備室まちづくり課 

内   容 

平成３１年４月１日現在、区内の都市計画道路の整備状況は、計画路線

約１６１㎞のうち概成完成路線は約１２３㎞（約７６％）である。 

また、事業中路線が約１０㎞であり、未着手路線は約２８㎞となってい

る。区内の都市計画道路等の進捗状況は以下のとおりである。 

（別添資料） 

 

１ 足立区が施行している路線 

（１）補助第１３８号線その２工区（環七南通り） 

関原通りから旧区営関原三丁目アパートまでの区間 

延長＝約２８０ｍ、幅員＝１６ｍ 

・用地取得  取得率９９％ 

（２）区画街路第１４号線  

延長＝約９７ｍ、幅員＝１８ｍ、交通広場＝４,２４９㎡ 

・用地取得  取得率９０％（東武鉄道敷地を除く） 

（４）区画街路第１３号線 延長＝約５０ｍ、幅員＝１２ｍ 

・関係権利者との個別面談中  確認済 

（５）主要区画道路②Ⅱ区間（亀田トレイン通り） 

西新井駅周辺 延長＝約２４４ｍ、幅員＝１２ｍ 

・用地取得  取得率９９％ 

・電線共同溝工事を実施中 

（６）補助第２５８号線（環七北通り） 

六町一丁目（六町加平橋取付道路 六町側） 

延長＝約１１４ｍ、幅員＝１６ｍ 

      ・取付道路工事を実施中 

（７）補助第２５６号線（花畑大橋通り） 

青井六丁目～中央本町三丁目 

延長＝約８４０ｍ、幅員＝１５ｍ 

   ・事業認可取得（予定） 

２ 東京都第六建設事務所が施行している路線  

（１）補助第１１８号線 

小台一丁目  延長＝約１９０ｍ、幅員＝１５ｍ 

・排水管設置工事を予定（延長＝約１２０ｍ） 
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（２）補助第１４０号線 

西綾瀬四丁目～弘道二丁目 延長＝約６５０ｍ、幅員＝２０ｍ 

・自転車走行空間整備工事を予定（延長＝約３２００ｍ） 

（３）補助第１３６号線 

ア 本木 延長＝約８４０ｍ、幅員＝２０ｍ 

・用地取得  取得率９０％ 

・排水管設置工事を実施中 （延長＝約２００ｍ） 

イ 関原一丁目～梅田四丁目 延長＝約４９０ｍ、幅員＝２０ｍ 

・用地取得  取得率９９％ 

・街路築造工事を予定 （延長＝約１７０ｍ） 

ウ 梅田三丁目～梅田四丁目 延長＝約５８０ｍ、幅員＝２０ｍ 

・用地取得  取得率９９％ 

・街路築造工事を実施中 （延長＝約１６０ｍ） 

エ 足立一丁目～足立三丁目 延長＝約６３０ｍ、幅員＝１５ｍ 

・用地取得  取得率５０％ 

・排水管設置工事を予定 （延長＝約１２５ｍ） 

（４）補助１３８号線（環七南通り） 

ア 中央本町一丁目～弘道一丁目 延長＝約７００ｍ、幅員＝１５ｍ 

・用地取得  取得率６３％ 

イ 綾瀬新橋 延長＝約２９０ｍ、幅員＝１５～１８ｍ 

・用地取得  取得率６３％ 

ウ 興野一丁目 延長＝約３５０ｍ、幅員＝１６ｍ 

・用地取得  取得率８１％ 

・排水管設置工事を予定 （延長＝約１３０ｍ） 

（５）補助第２６１号線（舎人公園通り） 

ア 古千谷一丁目～伊興四丁目 

 延長＝約１,０４０ｍ、幅員＝１５～１６ｍ 

・用地取得  取得率９８％ 

  イ 神明二丁目～六木三丁目 

 延長＝約７２０ｍ、幅員＝１６ｍ  

・用地取得  取得率３２％ 

ゥ 伊興四丁目～竹の塚六丁目 

延長＝約９１０ｍ、幅員＝１５～２２ｍ 

・用地取得  取得率１３％ 

（６）補助第２５７号線（大鷲通り（（仮）新花畑橋）） 

花畑七丁目～埼玉県草加市 

延長＝約３１０ｍ、幅員＝１６ｍ 

・人道橋撤去及び護岸整備工事実施中 

・取付道路工事を予定 
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３ 東京都第一市街地整備事務所が施行している路線 

（１）六町四丁目付近土地区画整理事業 ６９.０３ ha 

ア 補助第１４０号線 

 延長＝約１,０５４ｍ、幅員＝２０～２７ｍ 

・完成延長＝約４７０ｍ 

・暫定整備延長＝約５３０ｍ 

イ 補助第２５８号線（環七北通り） 

 延長＝約７９６ｍ、幅員＝１６～１９ｍ 

・完成延長＝約８０ｍ 

（２）花畑北部土地区画整理事業 ５４.４４ ha 

ア 補助第２５７号線（大鷲通り） 

 延長＝約８１６ｍ、幅員＝１６ｍ 

・完成延長＝約８１６ｍ 

イ 補助第２６２号線（花畑フラワーロード） 

 延長＝約４６５ｍ、幅員＝１６ｍ 

・完成延長＝約４６５ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

１ 足立区施行路線については、事業を円滑に推進するため、工程及び施

工管理を適切に行うとともに、関係機関との協議も進めていく。 

２ 東京都施行路線については、東京都に事業の整備促進を要望する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 中川公園整備検討協議会の開催について 

所管部課名 都市建設部企画調整課 建設事業調整担当課 

内   容 

令和元年６月３日に、第１０回中川公園整備検討協議会が中川地域セン

ターにおいて開催されたので、以下のとおり報告する。 

 

１ 出席者 

（１）委員：協議会会長を含め１７名 

（２）行政：東京都建設局   ２名 

東京都下水道局  ３名 

      足立区     １１名 

 

２ 議事内容 

（１）これまでの協議会活動報告 

  ア ア ン ケ ー ト 調 査（平成２７年度に２回） 

  イ 東京都への要望活動（平成２９年１２月） 

  ウ 下水道の覆蓋化施設見学 

・新河岸東公園       （平成２７年 ７月） 

・小菅東スポーツ、小菅西公園（平成３０年１２月） 

（２）土づくりの里覆蓋化検討状況 

  ア 覆蓋化の下部に土壌改良プラントを入れるため、内空を大きくと

る必要がある。そのため、現在の地盤を掘り下げる必要があり、一

期工事（当初５年程度）あたり数年長くなる事が判明した。 

イ 工期を短縮する方法の検討を進める中で、現在の地盤を掘り下げ

ないで掘削量を減らした場合のケーススタディでは、掘り下げる場

合の工期の２年+α程度短くなる。しかしながら、Ａ地区との段差が

５ｍ程度生じることが分かった。 

ウ 構造については地元と意見交換をしながら決めていく。 

（３）今後の進め方 

   下水道局は、地盤を掘り下げて行う工法と掘り下げないで行う工法 

のメリット、デメリットを整理し、改めて協議会で説明を行う。 

協議会はそれに合わせて要望書を実現するための検討を行っていく。 

問 題 点 

今後の方針 

中川公園整備検討協議会や区の要望が、都立中川公園の施設整備に反映

されるように、引続き東京都との協議を行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 洪水ハザードマップの配布漏れについて 

所管部課名 都市建設部企画調整課 

内   容 

新しい洪水ハザードマップを３月から４月にかけて配布したところ、区

民から「届いていない」という声が多数寄せられている。 

そのため、現状と対応策について以下のとおり報告する。 

 

１ お問い合わせ状況 

  約１,０００件（６月１９日現在） 
 
２ 配布漏れの原因等 

配布を委託した事業者からの聞き取りによると、配布に不慣れな担当

者がいたためとのことである。 
そのため、地域的に配布状況に隔たりがある。 
 

３ 区では以下の対策を行い、１日も早く全ご家庭、事業所へ配布すべく

対応を行っている。 

（１）区ＳＮＳ、ＨＰ等で、届けられていない方から区への連絡をお願い

し、ご連絡をいただいた方から順番に配布していく。 

（２）６月１０日号のあだち広報においても同様の呼びかけを行っている

（３）町会自治会の掲示板にも同様の掲示をするなど、町会等からも情報 

をいただき、配布に努める。 

（４）６月１日～２日のしょうぶまつりでは、洪水ハザードマップが届い

ていない区民の方を対象に配布を行った。 

他のイベントにおいても、同様に配布を進める。 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

１ 配布漏れの多い地域については、更なる対策を検討する。 

２ 今後行う印刷物の全戸配布の方法については、配布事業者等から聞き

取りなどを行いながら、改善策を検討する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 千住一丁目地区市街地再開発事業の進捗状況について 

所管部課名 都市建設部都市計画課 

内   容 

 千住一丁目地区市街地再開発事業の進捗状況について、以下のとおり報

告する。 

 

１ 工事の進捗について 

（１）新築工事に着工し、現在、地下躯体工事を行っている。 

 【再開発組合による今後の工事スケジュール】 

期 間 工事種類 

平成31年(2019年)1月～令和元年8月 地下躯体工事（基礎等） 

令和元年 9月～令和2年 6月 地上躯体工事 

令和元年 11月～令和2年 11月 仕上工事 

令和2年 8月～11月 外構工事 

令和2年 12月 竣工予定 

（２）工事の出来高（令和元年５月末現在） 

   約２５.６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地下躯体工事状況 ６月１７日現在】 

問 題 点 

今後の方針 

 今後とも再開発組合と協議しながら、公共の福祉に寄与する事業となる

よう進めていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 特定生産緑地指定等に関する取組みについて 

所管部課名 都市建設部都市計画課 産業経済部産業振興課 

内   容 

 特定生産緑地指定等に関する取組みについて、以下のとおり報告する。 

 

１ 特定生産緑地の指定とは（生産緑地法 第１０条の２） 

  生産緑地の指定告示から３０年を迎える前に、所有者等の申請により

買取申出ができる期限を１０年延長する制度。 

 

２ 特定生産緑地指定等に関する説明会 

（１）開催日時 平成３１年３月２０日（水）午後５時から 

（２）会 場 ＪＡ東京スマイル足立支部 

（３）参 加 者 ６０世帯７５名 

（４）調査結果 特定生産緑地の指定に関する意向について 

回答 回答者数 割合 

生産緑地の指定を希望する 27世帯 45％ 

生産緑地の指定を希望しない 0世帯 0％ 

現時点では判断できない 8世帯 13％ 

未回答 25世帯 42％ 

 

３ 経緯・今後の予定 

年  月 内  容 

平成31年 

(2019年) 

3月 特定生産緑地指定等に関する説明会 

生産緑地の申出基準日到来のお知らせ送付 

4月 特定生産緑地指定等に関する要綱施行 

指定申請受付開始 

令和元年 12月 都市計画審議会報告（特定生産緑地指定意見聴取） 

特定生産緑地指定・告示 

令和2年 

(2020年) 

3月 特定生産緑地指定等に関する説明会（毎年継続） 

生産緑地の申出基準日到来のお知らせ送付 
 

 

問 題 点 

今後の方針 

 当初指定した生産緑地が、令和４年から順次３０年間の行為制限期間の

解除時期を迎えることから、継続的に説明会等を開催し、特定生産緑地へ

の移行により都市農地の保全に努める。  
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建設委員会情報連絡一覧表 

令和元年６月２７日 

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

路面下空洞調査委

託の事業者選定結果

について 

 

所管課 

【道路整備室 

工事課】 

路面下空洞調査委託について、プロ

ポーザル方式により事業者を決定した

ので報告する。 

 

委託事業者 

ジオ・サーチ株式会社 

（大田区西蒲田７－３７－１０ 

  ラウンドクロス蒲田ビル９階） 

 

委託期間 

令和元年５月３０日～令和４年３月

１５日 

 

調査実施箇所 

令和元年度 

宮城・小台・新田・千住地区 

生活道路 ４４㎞ 

令和２年度 

西部地区主要道路    ５３㎞ 

令和３年度 

東部地区主要道路    ５７㎞ 
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建設委員会情報連絡一覧表 

令和元年６月２７日 

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

補助第２５８号線

（環七北通り）の事

業認可期間の延伸に

ついて 

 

所管課 

【道路整備室 

街路橋りょう課】 

六町加平橋取付部（六町側）におい

て、平成３１年（２０１９年）３月１

８日に事業認可期間を延伸したので報

告する。 

 

事業概要 

事業延長 １１４ｍ 

幅  員  １６ｍ 

（両側歩道３.５ｍ、車道９ｍ） 

 

事業認可期間 

平成３０年（２０１８年）３月２０日

～令和３年（２０２１年）３月３１日 

（変更前：２０２０年３月３１日） 

 

 

 東京都公報

（平成３１

年３月１８

日に掲載）

区広報紙

（平成３１

年４月１０

日号に掲

載） 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 密集市街地のまちづくりについて 

所管部課名 市街地整備室密集地域整備課 

内   容 

密集市街地のまちづくりを推進するための取組みについて、以下のとお

り報告する。 

 

１ 足立四丁目地区まちづくり協議会（第２７回） 

（１）開催日時 平成３１年３月１３日（水） 

午後７時～午後８時３０分 

（２）場  所 足立四丁目町会会館 

（３）参 加 者 地元町会自治会等１８名 

（４）内  容 

ア 平成３０年度の活動実績について 

イ すまいの講演会及び相談会の報告について 

ウ 五反野駅周辺まちづくり勉強会の報告について 

（５）主な意見 

Ｑ１：五反野駅交通広場に交番はいつできるのか。 

Ａ１：建築工事が２０１９年７月中旬に着手し、交番開設が２０１９

年度内と聞いている。 

Ｑ２：駅前通りの無電柱化は、四家交差点から補助１３６号線までの

工事ではないのか。 

Ａ２：四家交差点から補助１３６号線までの区間を３期に分けて工事

する予定である。 

Ｑ３：古いアパートが３棟解体中だが、解体に至った経緯は何か。 

Ａ３：経緯は不明だが、不燃化特区制度を利用して解体している。 
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２ 五反野駅周辺まちづくり勉強会（第１回） 

（１）開催日時 平成３１年３月５日（火） 

午後７時～午後８時３０分 

（２）場  所 足立小学校会議室 

（３）参 加 者 地元町会等１３名 

（４）内  容 

ア 五反野駅周辺のまちづくりについて 

イ 足立地区における防災まちづくりの経緯について 

ウ 意見交換について 

（５）主な意見 

Ｑ１：五反野という街らしい開発のようなものができればよいと考え

ているがどうか。 

Ａ１：五反野駅周辺にふさわしい、個性のあるまちづくりが必要と考

えている。 

Ｑ２：地域の「らしさ」については、ハード面だけではなく、ソフト

面を考えることが重要である。 

Ａ２：これから勉強会で将来像を描き、また、実現に向けて様々な手

法を検討していくが、地域の負担が少ない手法を選びたいと考

えている。 

Ｑ３：過去に駅を動かすという話があったが、この計画には東武鉄道

の協力も必要ではないか。 

Ａ３：駅が動くという話は東武鉄道から聞いていないが、検討エリア

と面していることから、話し合いは必要になると考えている。 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

令和元年度は足立四丁目の密集事業終了年度であるため、事業終了後も

自立した地域の組織としてまちづくりを継続できるよう地元に提案及び

支援をしていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

  令和元年６月２７日 

件   名 足立区緑の基本計画の改定について 

所管部課名 みどりと公園推進室みどり推進課  

内   容 

平成３０年度より緑の基本計画改定業務に着手しているので、以下のと

おり報告する。 

 

１ 足立区緑の基本計画の改定について 

  平成１９年３月に策定した第二次足立区緑の基本計画の計画期間が

平成３１年度までとなっているため、平成２９年度に実施した緑の実

態調査の結果を踏まえて、改定業務を実施している。 

 

２ 審議会の設置について 

  計画の改定にあたり、専門家や区民からの意見を計画に反映させる

ため、足立区緑の基本計画改定審議会を設置した。 

  設置期間は緑の基本計画改定までとしている。 

 

３ 専門部会について 

  審議会で議論を行うほかに、審議会委員を以下の二つの専門部会に分

けて、個別に具体的な検討を行っている。 

（１）緑を育むひと・くらし部会 

「ひと」「くらし」の視点で、緑に関わる協創事業について検討 

（２）緑を創り守るまちづくり部会 

「まち」「行財政」の視点で、緑に関わる制度や方針について検討 

 

４ これまでの審議会及び専門部会の開催状況 

年 月 日 会 議 名 委員出席状況 

平成30年11月26日 第1回審議会 19名中18名 

平成31年01月18日 第1回まちづくり部会 10名中08名 

平成31年02月26日 第1回ひと・くらし部会 10名中09名 

平成31年03月15日 第2回審議会 19名中18名 

平成31年04月12日 第2回ひと・くらし部会 10名中08名 

平成31年04月26日 第2回まちづくり部会 10名中09名 
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５ 今後の予定 

年 月 日 内    容 

令和元年7月19日 第3回審議会の開催 

令和元年7～9月 第3回ひと・くらし部会の開催 

第3回まちづくり部会の開催 

令和元年10～12月 第4～6回審議会の開催 

令和2年1～2月 パブリックコメントの実施 

令和2年3月 足立区緑の基本計画の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

計画全体の構成、並びに審議会及び専門部会での審議内容等については、

次回以降定期的に報告していく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

  令和元年６月２７日 

件   名 宮城一丁目児童遊園の廃止について 

所管部課名 みどりと公園推進室みどり推進課 公園管理課 

内   容 

 都営住宅宮城一丁目団地の廃止・解体に伴い、宮城一丁目児童遊園の廃

止を決定したので、報告する。 

１ 宮城一丁目児童遊園について 

（１）位置：宮城一丁目６番１号 

（２）面積：約２６１㎡ 

（３）開設：昭和４５年４月１日  

 

２ 本児童遊園の廃止の理由 

（１）本児童遊園の東側には区立江南公園（約2,234㎡）、南側には都営住

宅が管理する広場（約 1,000㎡、区立宮城保育園の東側）と 1,000㎡

規模以上の公園等が近隣に２か所あり、本児童遊園の利用者も極めて

少ない。 

（２）本児童遊園のある地域は、土地区画整理事業（旧法）が施行済みの

地域であり、公園がバランスよく配置されている区域である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

今後の土地利用等については、東京都と連携するとともに地域にも情報 

提供をしていく。 

 

宮城ファミリー公園（街区） 

宮城公園 

南宮城公園 

宮城一丁目児童遊園 

小台公園 

南宮城児童遊園 

江南公園 

荒川右岸江北橋緑地 

小台一丁目 
児童遊園 

Ｎ 宮城ゆうゆう公園（近隣） 
450ｍ 

250ｍ 

100ｍ 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 北千住駅東口エリアの空き家対策の取組み状況について 

所管部課名 建築室住宅課 

内   容 

平成２９年度より行っている北千住駅東口エリアの空き家対策の取組み

状況について、以下のとおり報告する。 

 

１ 過年度の経緯 

項  目 平成29年度 平成30年度 

委託期間 
平成29年12月 

から平成30年3月 

平成30年6月 

から平成31年3月 

コアミーティング（※） 4回 11回 

空き家利活用イベント 8回 11回 

利活用に向け交渉した

建物所有者 
3名 11名 

※ コアミーティング 

千住に思い入れのある不動産業、メディア活動、ママ友グループ、 

税理士事務所などを営む方々が集まり、プラットフォーム活動の核と 

なって企画内容を協議する場。 

 

２ 今年度の取組み 

（１）受 託 者 

 株式会社ARCO architects  

（２）契約期間  

平成３１年（２０１９年）４月２４日～令和２年３月１９日 

（３）主な委託内容 

ア 空き家プラットフォームの核となる「千住Public Network EAST」

の運営 

イ 空き家利活用の協創プラットフォームの拡充 

ウ 利活用実現に向けた実践的なイベントの開催 

エ 空き家発掘・所有者交渉・マッチング 

オ 令和２年度以降の活動方針の検討 

問 題 点 

今後の方針 

１ 民間主導による空き家利活用の実現を図るとともに、地域にも空き家 

対策の取組みの周知を図っていく。 

２ ３か年にわたるモデル業務の最終年度として、次年度以降の活動方針 

と他地域への展開を検討していく。  
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 管理不全を防ぐための分譲マンション詳細調査委託について 

所管部課名 建築室住宅課 

内   容 

令和元年度における分譲マンションの詳細調査委託について、以下のとお

り報告する。 

 

１ 委託の目的 

平成２９年度に実施した分譲マンション実態調査結果を踏まえ、管理不

全に陥る可能性のある分譲マンション等に対し、管理組合の運営状況や建

物の修繕状況、居住者の意識などマンション管理運営における詳細調査を

実施し、支援策の検討を行う。 

 

２ 委託の概要 

（１）件 名 足立区分譲マンション詳細調査委託 

（２）対  象 管理不全に陥る可能性のあるマンション（１５７棟）及び 

都条例で届出対象となる分譲マンション（約３００棟） 

（３）選考方式 指名競争入札による 

（４）委託内容  

ア ヒアリング調査（管理状況、修繕積立金状況、修繕計画等） 

イ 調査結果の分析及びデータベース化 

ウ 分譲マンション支援策の検討 

 

３ 今後の予定 

年  月 内  容 

令和元年8月 委託事業者選定、契約 

9～12月 調査内容の精査、現地ヒアリング調査 

令和2年     

1～3月 

調査結果の分析・データベース化 

報告書作成 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

委託調査結果に基づき、管理不全及び管理不全に陥る可能性のある分譲マ

ンションへの支援策を検討し、分譲マンションの適正化促進プランを計画し

ていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和元年６月２７日 

件   名 区営住宅建替えの進捗状況について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内   容 

区営住宅の集約建替えの進捗状況等について、以下のとおり報告する。 

１ 新田地域における集約建替えの進捗状況について 

新田三丁目アパート敷地を集約建替え建設敷地として、仮移転などの居 

住者対応を進めている。 

 

（１）「新田地域 区営住宅 集約建替えニュース」の発行 

（別紙１参照 Ｐ２４～２５） 

ア 平成３１年３月２７日に集約建替え団地の各戸に配布 

イ 報告内容 

仮移転の進捗、基本計画案の検討状況、平成３０年度の修繕工事結

果、今後のスケジュール、共用設備費用の助成について報告した。 

ウ 居住者からの問い合わせは特に無かった。 

（２）仮移転の状況 

新田三丁目居住者の残り８世帯が新田二丁目アパートに仮移転する。

令和元年９月末に仮移転は完了する予定である。 

【集約建替え建設敷地】 

新田三丁目アパート 

敷地面積：2,200㎡ 

管理戸数：20戸 

新田二丁目アパート 

敷地面積：4,900㎡ 

管理戸数：38戸 

N 
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（３）新田地区区営住宅建替え基本計画案の作成 

ア 平成３０年度に基本計画案を作成した。 

イ 周辺に配慮し建物の高さを抑えた案を基本計画案とし、今後居住者

と意見交換を進めていく。 

 概  要 

住戸数 54戸 

住戸配分 1DK：18戸、2DK：24戸、3DK：12戸 

余剰地 無 

階数 6階 

（４）今後の予定 

年 月 内 容 

令和  元年度 新田建替え基本計画のまとめ 

令和2～3年度 新田三丁目アパート解体・新築工事設計 

令和    3年度 新田三丁目アパート解体工事 

令和4～5年度 (仮称)新田三丁目アパート新築工事 

令和6年4月以降 本移転、戻り入居 

２ 大谷田地域における集約建替えの進捗状況について 

 

 

 

大谷田二丁目アパート 

敷地面積：6,220㎡ 

管理戸数：68戸 

大谷田一丁目第2アパート 

敷地面積：1,960㎡ 

管理戸数：20戸 

大谷田一丁目第3アパート 

敷地面積：2,010㎡ 

管理戸数：20戸 

N 
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（１）「大谷田地域 区営住宅 集約建替えニュース」の発行 

（別紙２参照 Ｐ２６～２７） 

ア 平成３１年３月２７日に集約建替え団地の各戸に配布 

イ 報告内容 

本移転の進捗状況、修繕工事の進捗状況、今後のスケジュール、共

用設備費用の助成について報告した。 

ウ 居住者からの問い合わせは特に無かった。 

（２）今後の予定 

年 度 内 容 

令和元年度 ・高齢者の実態を把握し、高齢者住宅の

在り方を検討する。 

・集約建替えの計画敷地を決定する。 

・中央本町四丁目アパートへの本移転希

望者を募る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

新田地域及び大谷田地域の集約建替えにおいては、情報交換会の開催や集

約建替えニュースの発行等、丁寧な居住者対応を継続していく。 
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